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まえがき 

この文書は，工業標準化法第 3 条の規定に基づき，日本工業標準調査会の審議を経て，厚生労働大臣及

び経済産業大臣が公表した標準仕様書（TS）である。 

この標準仕様書（TS）は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この標準仕様書（TS）の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があ

ることに注意を喚起する。厚生労働大臣，経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，

出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

 

 



 

 

  

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

標準仕様書（TS） TS 
 B 0033：2017 
 (ISO/TS 15066：2016) 

ロボット及びロボティックデバイス－協働ロボット 

Robots and robotic devices-Collaborative robots 

 

序文 

この文書は，2016 年に第 1 版として発行された ISO/TS 15066 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した標準仕様書（TS）である。 

協働ロボットの目的は，ロボットの繰返し性能と個々の人間の技能及び能力とを組み合わせることであ

る。人間は曖昧な課題を解決する優れた能力をもち，ロボットは正確さ，強い力及び耐久性を発揮する。 

安全性を達成するため，ロボットのアプリケーションは，伝統的にロボットが動力オンの状態中に運転

範囲へのオペレータの進入を排除する。それゆえ，人間の介入を必要とする運転の類は，しばしばロボッ

トシステムを用いて自動化することができない。 

この標準仕様書は，ロボットシステムと人間とが同じ作業空間を分け合う場合の協働ロボット運転のガ

イダンスを提供する。そのような運転において，特に速度，力などのプロセスパラメータが制御されると

きに，安全関連制御システムのインテグリティがより重要になる。 

包括的なリスクアセスメントは，ロボットシステム自体だけでなく，ロボットシステムが設置される環

境，すなわち作業場も評価されることを必要とする。人間とロボットシステムとが協働するアプリケーシ

ョンを実施するとき，例えば，作業姿勢の改善のような人間工学的な利点も結果として得ることができる。 

この標準仕様書は，産業用ロボットの安全規格である JIS B 8433-1及び JIS B 8433-2を補完及び支援し，

協働ロボット用に特定された運転機能についての追加的ガイダンスを提供する。 

この標準仕様書に記載する協働運転は，JIS B 8433-1 の要求事項に適合するロボットの使用及び JIS B 

8433-2 の要求事項に適合する協働ロボットの統合に依存している。 

注記 協働運転は開発途中の分野であり，この標準仕様書に記載されている動力と力との制限値は，

将来の改正版での進展が期待される。 

 

1 適用範囲 

この標準仕様書は，産業用協働ロボットシステム及びその作業環境の安全要求事項について記載してお

り，JIS B 8433-1 及び JIS B 8433-2 に記載されている産業用協働ロボットの運転に関する要求事項及びガ

イダンスを補完する。 

この標準仕様書は，JIS B 8433-1 及び JIS B 8433-2 に記載されているような産業用ロボットシステムに

適用する。提示された安全原則は他分野のロボティクスに対して有用であり得るが，非産業用ロボットに

対しては適用しない。 

注記 1 この標準仕様書は，この標準仕様書の出版に先んじて設計された協働アプリケーションに対

して適用しない。 

注記 2 この標準仕様書の対応国際標準仕様書及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 


